
○ 屋外広告業登録申請手続きにおける提出書類一覧 

下表の書類を、正本１部、副本１部提出してください。 

＊広告物の種類・提出先によっては、追加資料をお願いする場合がありますので、記載方法や提出書類につい

ては、提出先の土木事務所へご確認ください。 
新規 

・更新 
変更 廃止 再交付 書類 内容・留意事項 チェック 

○    
屋外広告業登録申請書 

（規則様式第 17 号） 

・申請書の余白に収入証紙の添付が必要 

・新規は第１項規定、更新は第 3 項規定 

 

○ ○   
誓約書  

（規則様式第 18 号） 

・記名押印又は自署が必要 

・法人による申請の場合、代表者印が必要 

 

 ○   
屋外広告業登録変更届 

（規則様式第 20 号） 

・変更のあった日から 30 日以内の提出が

必要 

 

○ △   
業務主任者の資格を証する

書面 

・（変）業務主任者を変更する場合のみ添

付が必要 

 

○ △   

申請者（社）の情報が確認

できる書類 

 

●住民票が県内で個人の方 

 添付不要（行政機関のシ

ステムで確認可能なた

め） 

●住民票が県外で個人の方 

 住民票の写し 

●申請者が未成年の場合 

 法定代理人（個人）の住

民票の写しまたは、法定

代理人（法人）の登記事

項証明書 

●法人の場合 

 登記事項証明書 

・原則として申請前３か月以内に発行され

たもの 

・写し可 

・（変）屋外広告業登録証の書換えまたは、

役員を変更する場合のみ添付が必要 

 

 

 △ ○ △ 

屋外広告業登録証（原本） ・（変）屋外広告業登録証の書換えの場合

のみ添付が必要 

・（再）屋外広告業登録証の汚損による再

交付の場合のみ添付が必要 

 

  ○  
屋外広告業廃業等届 

（規則様式第 21 号） 

・廃業の理由が生じてから 30 日以内の提

出が必要 

 

   ○ 

屋外広告業登録証 

（屋外広告物講習会修了証

書・認定書）再交付申請書

（規則様式第 28 号） 

  

 

＊（変）・・・・・変更申請時の留意事項 

（再）・・・・・再交付申請時の留意事項 

 

 

 

 



○ 屋外広告業登録申請書類の提出先 

１ 新規申請 

（1） 主たる事業所が静岡県内にある場合 

  主たる営業所（複数ある場合は、いずれか１つ）の所在地を所管する土木事務所の都市

計画課に提出してください。 

（2） 営業所が県内にない場合 

  以下の８つの土木事務所のうち、いずれか１つ（任意）に提出してください。 

 

２ 更新・変更申請 

 更新及び変更申請は、登録を行った土木事務所へ提出いただく必要があります。 

登録を行った土木事務所が不明の場合は、県 HP「屋外広告業登録簿」からご確認ください。 

HP（該当ページリンク）： https://www.pref.shizuoka.jp/machizukuri/keikan/okugaikokoku/1054599.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

主たる営業所又は営業所の所在地 担当土木事務所 

下田市、東伊豆町、河津町、 
南伊豆町、松崎町、西伊豆町 

下田土木事務所 都市計画課（☎0558-24-2110） 
〒415-0016 下田市中 531-1 
mail：shimodo-toshikei@pref.shizuoka.lg.jp 

熱海市、伊東市 
熱海土木事務所 都市計画課（☎0557-82-9185） 

〒413-0016 熱海市水口町 13-15 
mail：atado-toshikei@pref.shizuoka.lg.jp 

沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、
伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水
町、長泉町、小山町 

沼津土木事務所 都市計画課（☎055-920-2221） 
〒410-0055 沼津市高島本町 1-3 
mail：numado-toshikei@pref.shizuoka.lg.jp 

富士宮市、富士市 
富士土木事務所 都市計画課（☎0545-65-2243） 

〒416-0906 富士市本市場 441-1 
mail：fujido-toshikei@pref.shizuoka.lg.jp 

静岡市 
静岡土木事務所 都市計画課（☎054-286-9335） 

〒422-8031 静岡市駿河区有明町 2-20 
mail：shizudo-toshi@pref.shizuoka.lg.jp 

島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、
川根本町、吉田町 

島田土木事務所 都市計画課（☎0547-37-4181） 
〒427-0019 島田市道悦 5丁目 7-1 
mail：shimada-toshikei@pref.shizuoka.lg.jp 

磐田市、掛川市、袋井市、菊川市、
御前崎市、森町 

袋井土木事務所 都市計画課（☎0538-42-3292） 
〒437-0042 袋井市山名町 2の 1 
mail：fukudo-toshikei@pref.shizuoka.lg.jp 

浜松市、湖西市 
浜松土木事務所 都市計画課（☎053-458-7276） 

〒430-0929 浜松市中央区中央 1丁目 12-1 
mail：hamado-toshi1@pref.shizuoka.lg.jp 

県外 上記のいずれかの土木事務所（任意） 



↓登録簿内に登録を行った土木事務所が記載されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


